
令和８年度 南砺市関係人口・移住定住分野事業提案対話 募集要項

１ 趣旨

南砺市では、関係人口の創出及び拡大、二地域居住の促進並びに移住定住施

策の充実を図るため、民間事業者、地域団体、NPO、大学その他の団体等から、

当該分野に関する事業提案を募集し、対話を通じて施策化の可能性を検討する。

なお、本募集は、他自治体におけるサウンディングや民間提案受付の取組も

参考にしつつ、本市の移住定住分野に限定して実施するものである。

２ 募集する提案

次のいずれかに該当する事業提案を募集する。

・ 地域活動、祭り、ボランティア等への参加を通じた関係人口創出事

業

・ 「ふるさと住民登録制度」と連動した事業

・ 「南砺市応援市民制度」と連動した事業

・ 二地域居住、短期滞在、地域体験等を通じた移住促進事業

・ 若年層、子育て世帯、地域課題の担い手等を対象とした定住促進事

業

・ 地域ファンづくり、継続的な関係づくりに資する事業

・ 地域資源を活用した移住定住分野の実証的事業

・ 提案者が自ら補助金、助成金、参加料その他の財源を活用して実施

し、市に対して後援、周知、広報、関係者調整その他の協力を求める

事業

・ 市が国、県その他の財源を活用し、委託事業、協働事業又は実証事

業として実施を検討する事業

・ その他、関係人口又は移住定住施策に資すると認められる事業



３ 対象外となるもの

次に掲げる提案は対象外とする。

・ ハード整備を主目的とするもの

・ 本市の関係人口・移住定住施策との関連が乏しく、商品、サービス等

の導入又は購入を求めることを主たる目的とするもの

・ 法令又は公序良俗に反するもの

・ 特定の政治活動又は宗教活動を目的とするもの

・ その他、本制度の趣旨に適さないもの

４ 提案に当たって求める事項

提案に当たっては、次の事項を整理すること。

・ 解決しようとする課題

・ 本市又は本市の地域資源、地域団体、住民等との関わり

・ 想定する対象者

・ 実施内容

・ 実施主体又は市との役割分担

・ 市に期待する関与の内容

・ 概算の費用感又は財源の想定

５ 提案者

提案できる者は、市内又は市外を問わず、法人、任意団体、NPO、大学、地

域団体、個人事業主その他事業実施能力を有すると認められる者とする。

６ 募集期間

令和８年５月１０日から令和８年６月１５日まで



７ 提出方法

提案書（様式第１号）に必要事項を記入し、電子メール、郵送又は持参によ

り提出すること。補足資料がある場合は添付を可とする。

なお、電子メールで提出する場合は、件名を「事業提案対話提案書提出（提

案者名）」とすること。

８ 質問の受付

本募集に関する質問がある場合は、質問書（様式第２号）により、質問受付

期限までに電子メールで提出すること。

質問に対する回答は、個別事情に係るものを除き、市ホームページ等におい

て公表する。なお、質問内容によっては回答できない場合がある。

９ 提出先

南砺市政策推進課 移住・定住係

担当 三角（さんかく）

住所 〒932-1692 富山県南砺市荒木 1550

メール nanananto@city.nanto.lg.jp

電話 0763-23-2052

１０ 対話の実施

・ 提出された提案については、内容確認のうえ、必要に応じて提案者との対

話を実施する。

・ なお、全ての提案について対話を実施するものではない。

mailto:nanananto@city.nanto.lg.jp


１１ 提案後の取扱い

提案内容及び対話結果を踏まえ、次のいずれかに整理する。

・ 次年度予算要求又は委託事業として検討するもの

・ 提案者主体で実施し、市が後援、周知、関係者調整その他の協力を行

うもの

・ 実証事業等として検討するもの

・ 既存事業、既存制度又は制度連携により対応を検討するもの

・ 現時点では見送るもの

１２ 留意事項

・ 本募集は、提案の採択、事業化、契約又は予算化を約束するものではな

い。

・ 提案内容によっては、別途公募等の手続を行う場合がある。

・ 提案に要する費用は提案者の負担とする。

・ 提案書類は返却しない。

・ 提案内容にノウハウ等が含まれる場合は、その旨を提案書に明記するこ

と。

・ 本募集は、単なる商品紹介や営業活動を受け付けるものではないが、営

業活動の要素を含む場合であっても、市の政策目的に資する事業提案とし

て整理されているものは対象とする。

１３ スケジュール

・ 募集開始 令和８年５月 10日

・ 質問受付期限 令和８年６月５日

・ 質問回答公表 令和８年６月 10日まで

・ 提案締切 令和８年６月 15日



・ 対話実施 随時〜６月末日

・ 庁内整理 随時（６月末日まで）













なお、提案は、最初から大規模な事業である必要はなく、提案者が主体となって小さく始める実証的な取組や、
市が周知・調整等で関わる形の提案も歓迎します。


